障サ第15号
平成27年４月14日

放課後等デイサービス事業所　管理者　様

神奈川県保健福祉局
福祉部障害サービス課長
(公　印　省　略)

放課後等デイサービスガイドラインについて

このことについて、別添のとおり、平成27年４月１日付障発0401第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長から送付がありました。
ついては、標記ガイドラインの内容を踏まえつつ、貴事業所の実情や個々の子どもの状況に応じて不断に創意工夫を図り、より一層の支援の質の向上に努めていただきますようお願いします。




問い合わせ先
施設福祉グループ　菴谷
電話　 045-210-4724
ﾌｧｸｼﾐﾘ 045-201-2051
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